
Ａ．建設事業には発注者、受注者、設計
者、施工者、資材製造者など多くの
人々が関わりを持つことになる。こ
れらの関係者が建設リサイクルに対
する重要性を理解し、連携して実践
する事が重要である。「建設リサイク
ル法」の基本方針には。関係者の役割
が明記されているので紹介する。

① 建設資材の製造に携わる者

端材の発生が抑制される建設資材の開発及

び製造、建設資材として使用される際の材質、

品質等の表示、有害物質等を含む素材等分別解

体等及び建設資材廃棄物の再資源化等が困難

となる素材の非使用等により、建設資材廃棄物

の排出の抑制並びに分別解体等及び建設資材

廃棄物の再資源化等の実施が容易となるよう

努める必要がある。 

② 建築物等の設計に携わる者

端材の発生が抑制され、また、分別解体等の

実施が容易となる設計、建設資材廃棄物の再資

源化等の実施が容易となる建設資材の選択な

ど設計時における工夫により、建設資材廃棄物

の排出の抑制並びに分別解体等及び建設資材

廃棄物の再資源化等の実施が効果的に行われ

るようにするほか、これらに要する費用の低減

に努める必要がある。なお、建設資材の選択に

当たっては、有害物質等を含む建設資材等建設

資材廃棄物の再資源化が困難となる建設資材

を選択しないよう努める必要がある。 

③ 発注者

元請業者に対して、建設資材廃棄物の排出の

抑制並びに分別解体等及び建設資材廃棄物の

再資源化等の実施について明確な指示を行う

よう努める必要がある。 

④ 元請業者

建設資材廃棄物の発生の抑制並びに分別解

体等及び建設資材廃棄物の再資源化等の促進

に関し、中心的な役割を担っていることを認識

し、その下請負人に対して、建設資材廃棄物の

発生の抑制並びに分別解体等及び建設資材廃

棄物の再資源化等の実施について明確な指示

を行うよう努める必要がある。 

⑤ 建設工事を施工する者

建設資材廃棄物の発生の抑制並びに分別解

体等及び建設資材廃棄物の再資源化等を適正

に実施するほか、施工方法の工夫、適切な建設

資材の選択、施工技術の開発等により建設資材

廃棄物の発生の抑制並びに分別解体等及び建

設資材廃棄物の再資源化等の実施が容易とな

るよう努める必要がある。 

排出した建設資材廃棄物について自らその

処理を行う事業者及び建設資材廃棄物を排出

する事業者から委託を受けてその処理を行う

者（以下「建設資材廃棄物の処理を行う者」と

いう。）は、建設資材廃棄物の再資源化等を適正

に実施しなければならない。 

⑥ 国

建設資材廃棄物の発生の抑制並びに分別解

体等及び建設資材廃棄物の再資源化等を促進

するために必要な調査、研究開発、情報提供、

普及啓発及び資金の確保に努めることとする。 

⑦ 地方公共団体

国の施策と相まって、必要な措置を講ずるよ

う努める必要がある。 

建設リサイクルＱ＆Ａ 

建設副産物リサイクル広報推進会議 事務局 

Ｑ．建設リサイクル推進のため建設事業に携わる関係者はそれぞれの立場でどのよ

うな事に気を付ければ良いのでしょうか。 
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